
補足説明   第 4回代表者会 

 

市民スポーツ課より 

  １ 久米川少年野球場について  令和４年 11月末で閉鎖 

          少年軟式野球場の代替えとして特別に令和 5年４月から 6月までシチズングラウンドを借用すること 

となっている。シチズングラウンドは令和 5年 7月以降正式に東村山市の施設となるが、利用方法などに 

ついては現時点では未定。  

 ２ スポーツセンター駐車場の利用についてお願い 

      ・駐車場の台数は限られており、大会や活動の際には乗り合わせて利用していただきたい。 

      ・近隣の商業施設への駐車する方が多数おり、商業施設から苦情も来ているので、加盟団体の事業や 

雨天時の利用の際にも気をつけてほしい。会員のみなさんにぜひ周知していただきたい。 

 ３ 大会などの先行予約での前日準備についてのお願い 

      ・夜間区分の施設有効活用のため、できるならば前日準備を当日準備へとご協力いただきたい。 

・準備に関しては、当日の朝、30分～1時間程役員の入館時間を早くすることで対応していくので、 

相談していただきたい。 

 

２，内容についての補足説明      （番号）は次第の番号 

（４）令和 5年度 事業予定   

       ・総合開会式の日程が例年より、１週間早い。（都と市の合同防災訓練と日程が重なっているため） 

       ・市民大運動会については、実施内容の見直しが行われている。 

       ・見直し後中止なった事業・・・市民周回駅伝大会（主管：陸上競技協会）、スポーツ体験研修会 

  （6）東村山市民スポーツセンター使用上のルールについて 

       ・加盟団体、加盟団体下部組織への周知をお願いしたい。 

  （8）その他 

        ・令和 5年度の大運動会見直し検討部会を今までに 3回実施。 

             スポーツセンターを会場として多くの市民が参加でき、楽しめるスポーツフェスタなど、内容を 

今後も検討していく予定である。 

３．報告事項 

     事務局より   

〇春季市民体育大会  内容などを確認し、訂正などがある場合は、早めに連絡をいただきたい。 

        資料の訂正  令和 4年度第 59回 ⇒令和 5年度第 60回 

〇令和 5年度スポーツ教室事業 「スポーツ体験教室」 

              ・募集の要項ができ次第、代表者宛に送付する。是非応募していただきたい。 

 

  提出書類     ・加盟団体との連絡会議日程確認書    11月 30日（水）まで 

 ・みんなで走ろう会 役員協力依頼      12月 20日（金）まで 

  確認書類    ・春季市民体育大会・・・施設予約表・開催案内・市報掲載内容 

                    訂正がある場合は、至急事務局までお知らせください。 

   

 

◆次回  第 5回代表者会 令和 5年 2月 7日（火）  第１部 午後 3時 30分より 

                                               第２部 午後 7時より 


